
 
労働安全衛生関係法令においては、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、

黄りん、その他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発
散する場所において業務を行う労働者に対しては、６月以内ごとに１回定期に
歯科医師による健康診断（以下、「歯科健診」といいます。）を行わなければな
らないとされています。 

また、現在、労働者を 50 人以上使用する事業者は、その結果を労働安全衛
生規則様式第６号（第 52 条関係）「定期健康診断結果報告書」により、報告す
ることが義務付けられています。 

今般、労働安全衛生規則が改正され、歯科健診を実施した事業場は、その結
果を使用する労働者の人数に関係なく、改正で新たに設けられた様式（裏面）
により、所轄労働基準監督署に報告することが義務付けられました。 

なお、報告の対象となるのは、令和４年 10 月１日以降に実施した歯科健診
となりますので、それ以降に歯科健診を実施されましたら、遅滞なく報告をし
ましょう。 

＜関係法令（下線部が改正箇所（令和４年 10 月１日施行））＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

歯科健診の結果報告が義務付けられました 

労働安全衛生法 
（健康診断） 
第 66 条第３項 

事業者は、有害な業務で、政令で定めるものに従事する労働者に対し、厚生労働省令で定
めるところにより、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 

労働安全衛生法施行令 
（健康診断を行うべき有害な業務） 
第 22 条第３項 

法第 66 条第３項の政令で定める有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、弗化水素、
黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所にお
ける業務とする。 

労働安全衛生規則 
（歯科医師による健康診断） 
第 48 条 事業者は、令第 22 条第３項の業務に常時従事する労働者に対し、その雇入れ

の際、当該業務への配置替えの際及び当該業務についた後６月以内ごとに１回、定
期に、歯科医師による健康診断を行なわなければならない。 

（健康診断結果報告） 
第 52 条 第２項（新設） 

事業者は、第 48 条の健康診断（定期のものに限る。）を行つたときは、遅滞なく、有害
な業務に係る歯科健康診断結果報告書（様式第６号の２）を所轄労働基準監督署長に提出
しなければならない。 
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